
別紙１５

■訴えの提起に至る経過 資料１

年月日 　内　容

平成１２年８月

平成１３年１月１５日

平成１７年３月３１日

平成１９年３月３１日

平成２１年３月１８日

平成１３年１月１５日

平成２４年３月２７日 副市町長会議開催

契約条件書の策定

施設運転保守管理業務委託締結(広域連合・ＮＩＫ）
　契約金額：１１４億７，０７４万円
　契約期間：平成１５年４月１日から平成３３年７月３１日
基本協定書締結(広域連合・ＪＳＷ・三井物産・三井造船・ＮＩＫ）
注２・第９条特定目的会社の設立

H.15.3～H.17.3で２年間の保証期間終了したが、建設契約別紙２のⅡに基づ
き２年間保証を延長する

H.17.3～H.19.3で２年間の保証期間終了したが、建設契約第４４条に基づき
２年間保証を延長する

広域処理施設建設工事請負契約締結(広域連合とＪＳＷ・三井造船・物産共
同企業体）
　建設経費：１０３億９，５００万円（総事業費：１１３億５，９０９万円）
注１：第４４条（瑕疵担保責任）、第４５条（性能保証責任）

平成２２年８月５日 西胆振環境から経営実績と今後の見通しについて説明
・平成15年度以降実質赤字。19年度は債務超過。21年度も96,700千円の累
積損失
・平成２５年度から３２年度までで、年平均2.2億円の赤字。

平成１５年３月３１日 廃棄物処理施設竣工

平成１５年４月１日 廃棄物処理開始

保証期間終了の覚書締結
資料№２

平成２２年１０月１９日から
平成２４年１月３０日

三井造船と「契約条項の確認」、「保守管理費の圧縮」、「赤字要因」、「費用
負担」などについて協議

平成２４年５月（予定） ・広域連合平成２４年第１回臨時議会開催
　・訴えへの提起
　・訴訟着手金補正(補正額５２５万円）

平成２４年３月２９日 市町協議開催
・「覚書無効確認請求事件」の提訴確認　資料３

平成２４年４月 ・広域連合議員説明



別紙１５

■訴えの提起に至る経過 資料１
注１：第４４条（瑕疵担保責任）

第４５条（保障期間中の乙の性能保証責任）

注２・第９条特定目的会社の設立

（６）株主は、本件会社が債務超過に陥った場合、または資金繰りの困難に直面した場合には、連帯して本件会社
への追加融資または劣後融資に応じること（中略）資金援助義務の上限は、本件会社の事業期間にわたる一般
廃棄物処理量に基づく委託費総額の１０分の１とする

（２）保証期間は、広域処理施設の引渡し日から起算して２年とする。ただし、保証期間中、広域処理施設が別紙２
に規定された性能保証事項を満たすことができない事態が生じた時には、当該事態が改善され，甲の承諾が得ら
れたときから起算してその後２年間まで，保証期間を延長し、以降も同様とする。

　（２）瑕疵の修補または損害賠償の請求は第４０条の引渡しを受けた日から２年以内に、これを行わなければな
らないものとする。ただし、その瑕疵が乙の故意または重大な過失により生じたときには、当該請求を行うことので
きる期間は、１０年とする。

（１）前条の規定にかかわらず、保証期間中に広域処理施設が別紙２に規定された性能保証事項を満たすことが
できなくなった場合には、乙は自らの費用と責任で直ちにこれを修補し、（以下略）


